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令和３年度介護報酬改定における改定事項（令和５年度末経過措置期間終了分） 

について（お知らせ） 

  

平素は本市介護保険事業の運営にご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

既にご存じのように、令和３年度介護報酬改定における以下の事項については、令和５

年度末（令和６年３月31日）に経過措置が終了する予定となっていますので、あらためて

周知いたします。 

 

記 

１．感染症対策の強化 

【全サービス★】 

○感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から以下の内容を義務化。 

・ 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施に加え、訓 

練（シミュレーション）の実施等。 

・ その他サービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレー 

ション）の実施等。 

 

２．業務継続に向けた取組の強化 

【全サービス★】 

○感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制

を構築する観点から以下の内容を義務化。 

・ 業務継続に向けた計画の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等。 

（参考）令和６年度介護報酬改定（予定） 

④業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入  

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く。）】 

感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、

業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続

計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 

その際、一定の経過措置を設ける観点から、令和７年３月 31 日までの間、感染症の予防及びまん延防止の

ための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないことと

する。  



なお、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和３年度介護報酬改定において感染

症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もないこと及び非常災害に関する具体

的計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和７年３月 31 日までの間、これらの計画の策定を行って

いない場合であっても、減算を適用しないこととする。 

 

④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長 

【居宅療養管理指導★】 

居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知

の必要性等を踏まえ、令和６年３月 31 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長

する。 

ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置 

イ 業務継続計画の策定等 

（参考）（国）介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html 

（参考）（神戸市）介護事業所等への BCP 作成支援 

https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/other/bcp.html 

 

３．認知症介護基礎研修の受講の義務付け 

【全サービス（無資格者がいない訪問系サービス（訪問入浴介護を除く）、福祉用具貸与、居

宅介護支援を除く）★】 

○認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現して

いく観点から以下の内容を義務化。 

・介護に関わる全ての者の認知症対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護

に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研

修を受講させるために必要な措置を講じること。 

 

４．高齢者虐待防止の推進 

【全サービス★】 

○利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から以下の内容を義務化。 

・虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者

を定めること。 

（参考）令和６年度介護報酬改定（予定） 

①高齢者虐待防止の推進 

【全サービス（居宅療養管理指導★、特定福祉用具販売★を除く。）】 

利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者（居宅療養管理

指導及び特定福祉用具販売を除く。）について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生



又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられ

ていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サ

ービスと異なること等を踏まえ、3 年間の経過措置期間を設けることとする。 

（略） 

 

④居宅療養管理指導における高齢者虐待防止措置及び業務継続計画の策定等に係る経過措置期間の延長 

【居宅療養管理指導★】 

居宅療養管理指導について、事業所のほとんどがみなし指定であることや、体制整備に関する更なる周知

の必要性等を踏まえ、令和６年３月 31 日までとされている以下の義務付けに係る経過措置期間を３年間延長

する。 

ア 虐待の発生又はその再発を防止するための措置 

イ 業務継続計画の策定等 

 

５．事業所医師が診療しない場合の減算の強化 

【訪問リハビリテーション★】 

○訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成にあたって事業所医師

が診療せずに「適切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療等した場合に適正化（減

算）した単位数で評価を行う診療未実施 減算について、事業所の医師の関与を進める観点

から以下の内容を見直し。 

・事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、適用猶予措置期間を延長。 

（参考）令和６年度介護報酬改定（予定） 

⑩診療未実施減算の経過措置の延長等  

【訪問リハビリテーション★】 

訪問リハビリテーションについて、リハビリテーション計画の作成に当たって事業所医師が診療せず、「適

切な研修の修了等」をした事業所外の医師が診療した場合の減算（診療未実施減算）について、以下の見直

しを行う。 

事業所外の医師に求められる「適切な研修の修了等」について、令和６年３月 31 日までとされている適用

猶予措置期間を３年間延長する。 

適用猶予措置期間中においても、事業所外の医師が「適切な研修の修了等」の要件を満たすことについて、

事業所が確認を行うことを義務付ける。 

 

６．施設系サービスにおける口腔衛生管理の強化 

【施設系サービス】 

○口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、状態に応じた丁寧な口腔衛生管理を更に

充実させる観点から以下の内容を義務化。 

・口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービ



スとして、口腔衛生の管理体制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行

うこと。 

 

７．施設系サービスにおける栄養ケア・マネジメントの充実 

【施設系サービス】 

○栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から以下の内容を見直し。 

・「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各

入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを運営基準に規定。 

・各サービスの基準に定める栄養士又は管理栄養士の員数若しくは「栄養管理」に規定する基

準を満たさない事実が生じた場合に、その翌々月から基準を満たさない状況が解決される

に至った月まで、入所者全員について減算する。 

（凡例）★：介護予防についても同様の措置を講ずる場合を指す。 

 

 

 

【担 当】  

〒650-8570 

神戸市中央区加納町 6-5-1 

神戸市福祉局監査指導部 介護保険サービス・法人指導監査担当 

（居宅通所指導担当・施設指導担当） 

                    kaigo_shidou@office.city.kobe.lg.jp 

 

 


